
様式第3号

出 委　　員

席

事務局
者

　　　老人ホーム等整備候補法人選考基準について
（６）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査基準及び採点表について
５　その他

４　議題
（１）委員長及び副委員長の選任について
（２）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査会設置運営要綱について
（３）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人公募要項について
（４）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査日程について
（５）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査会における川西市特別養

　　　福祉政策課/丸野課長、長寿・介護保険課/佐谷課長、田中主査、乾、
　　　書記/立松（福祉政策課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８名

　　　健康福祉部/根津部長、福祉推進室/森下室長、健康生活室/山本室長、

会議結果 別紙審議経過の通り

会議次第 １　開会
２　委嘱状交付
３　委員紹介

傍聴の可否

傍聴不可・一部不可の
場合は、その理由

　　　　議題（３）～（６）
　　　　川西市情報公開条例第７条第１項の規定に該当するため

可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人

開催日時 平成２４年６月８日（金）１０時００分～１１時２０分

　　大塚保信委員、市村和雄委員、上木一委員、浦田美智子委員、坂井稔委員
                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

開催場所 川西市役所２階　２０２会議室

     健康福祉部　健康生活室　長寿・介護保険課（計画・施設詳細について）

会　　　　議　　　　録

会　議　名
川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査会（第１回）

（審議会等名）

事　務　局      健康福祉部　福祉推進室　福祉政策課（公募事務について）
（担　当　課） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線２６９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線２６７０



●開　会　　　　　　　　　　　※司会進行　福祉推進室　森下室長
　健康福祉部・根津部長あいさつ
●委嘱状交付　　　　　　　　　※大塚委員長、市村副委員長に決まる
●委員紹介　　　　　　　　　　※委員５名
●事務局紹介　　　　　　　　　※事務局７名

事務局 <本日の配布資料としてレジメ、資料1～8、別紙1、審査の視点(案)の確認行う>

委員長 議題（２）川西市特別養護老人ホーム等整備候補法人審査会設置運営要項について
（資料２）の説明を事務局からお願いする。

事務局 審査会の設置目的、所掌事務、委員５人以内で組織し、委員長及び副委員長を置
き、整備候補法人を審査するための会であることを説明する。

委員長 議題（３）川西市特別養護老人ホーム等整備法人公募要項（資料３・資料４）について
の説明を事務局からお願いする。

事務局 川西市特別養護老人ホーム等整備法人公募要項(資料３)の「公募の趣旨」「応募資
格」「公募施設の概要・条件」「県からの補助金（兵庫県から予算の範囲内で交付）」
「市からの補助金（無）」「整備条件」「提出書類（特別養護老人ホーム整備法人公募
申請書・様式１～１０）」「応募方法等、公募スケジュール等」「選定方法」「選定結果通
知」「その他」を説明する。

川西市一般型特定施設入居者生活介護整備法人公募要項（資料４）の「公募の趣
旨」「公募施設の概要・条件」「応募資格」「応募条件」「候補事業者（整備法人）選定
方法」「事業補助金(市の補助金・無)」「整備条件」「応募手続き」「提出書類(一般型特
定施設入居者生活介護整備法人公募申請書・様式１～６)」「公募スケジュール等」
「募集要項配布」「公募説明会」「質問受付」「その他」を説明する。
＊要項配布日・説明会日・応募受付日・質問受付日は特養と同じ。

委　員 内容につき了承。

委員長 議題（４）川西市特別養護老人ホーム等整備法人審査日程についての説明を事務局
からお願いする。

事務局 資料５に基づいて、次回の（第二回）審査会の開催日時について委員の都合を伺う。

事務局 日程につき了承。

委員長 議題(５)川西市特別養護老人ホーム等整備法人審査会における川西市特別養護老
人ホーム等整備候補法人選考基準についての説明を事務局からお願いする。

事務局 資料６・川西市特別養護老人ホーム等整備法人審査会における川西市特別養護老
人ホーム等整備候補法人選考基準についての選定方法の審査項目・基準等を説明
する。
説明の都合上、特別養護老人ホーム整備法人審査基準及び採点表(案)(資料７)と一
般型特定施設入居者生活介護候補整備法人審査基準及び採点表(案)(資料８)も合
わせて説明する。

委　員 基準につき了承。

事務局 内容についての字句の精査が出来ていないが、根本的なことは変えない。
細かい字句の調整は、事務局に任せてもらいたい。

委員長 了承。議題(4)その他、これについて事務局の方から提案はあるか。

審　　議　　経　　過
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事務局 日程等も承認いただき、これから6月20日ホームページ掲示に向けて粛々と進めてい
きたい。ありがとうございました。
議題(4)その他については、事務局からは無い。

委員長 短時間の為、資料を見尽くせていないこともあると思われる為、問い合わせ等は事務
局にご連絡をお願いする。
その内容については、事務局を通して委員長・副委員長に届くようになっている。

他にないようなので、これで閉会する。
ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11時20分　閉会。
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